
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
総
務
学
事
課
）

一

告

示

�
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出

（
自
治
振
興
課
）

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

二

�
香
川
県
統
計
調
査
条
例
の
規
定
に
よ
る
か
が
わ
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
２１
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調

査
の
実
施

（
子
育
て
支
援
課
）

�
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定

（
会

計

課
）

三

公

告

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

（
経
営
支
援
課
）

�
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
（
三
件
）

（
農

政

課
）

四

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

（
土
地
改
良
課
）

五

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（
建

築

課
）

六

教
育
委
員
会
告
示

�
博
物
館
法
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
の
登
録

香
川
県
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
六
十
六
号

香
川
県
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
駐
車
場
規
則
（
平
成
五
年
香
川
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
午
前
七
時
三
十
分
」
を
「
午
前
七
時
」
に
、「
午
後
十
時
」
を
「
午
後
十
一
時
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
号
イ
の
表
備
考
中
「
午
後
十
時
」
を
「
午
後
十
一
時
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
編
入
す
る

旨
、
池
田
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第５０号

平 成１６年

６月２５日（金曜日）

告

示

規

則

上

欄

下

欄

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
迎
地

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
平
木
八
八
二
の
五
、
八
八
三
の

二
、
八
八
六
の
四
、
八
八
六
の
五
、
八
九
○
の
二
、
八
九
二

の
四
、
八
九
二
の
五
か
ら
八
九
二
の
七
ま
で
、
一
一
○
○
の

二
、
一
一
○
一
の
二
、
一
一
○
二
の
二
、
一
一
○
三
の
二
、

一
一
○
三
の
三
、
一
一
○
四
の
二
、
一
一
○
四
の
三
、
一
一

○
七
の
二
、
一
一
○
七
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介

在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
並
び
に
八
八
六

の
二
及
び
一
一
○
八
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一

部小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
北
地
二
一
一
二
の
五
、
二
一
一

五
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
一
部
並
び
に
二
一
一
二
の
一
か
ら
二
一
一
二
の

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

（
第
九
一
四
四
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

香
川
県
統
計
調
査
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
香
川
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
か
が
わ
エ

ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
２１
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
の
目
的

「
新
香
川
県
子
育
て
支
援
計
画
（
か
が
わ
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
２１
）
」
の
達
成
度
に
つ
い
て
、
県
民
が

子
育
て
を
行
う
環
境
に
ど
れ
だ
け
満
足
し
て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
調
査
し
、
今
後
の
子
育
て
支
援

三
ま
で
、
二
一
一
二
の
七
、
二
一
一
二
の
九
及
び
二
一
二
四

に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
平
木

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
北
地
二
一
一
二
の
二
、
二
一
一

九
の
二
、
二
一
一
九
の
五

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
下
地

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
北
地
二
一
二
○
の
二
、
二
一
二

一
の
二
の
一
部
、
二
三
九
五
の
二
、
二
三
九
五
の
三
、
二
三

九
六
の
三
か
ら
二
三
九
六
の
六
ま
で
、
二
三
九
七
の
四
、
二

三
九
七
の
七
、
二
三
九
七
の
八
、
二
四
○
一
の
一
、
二
四
○

二
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
一
部
並
び
に
字
下
地
二
四
○
五
の
五
の
地
先
の
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
林

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
下
地
二
四
八
九
の
二
か
ら
二
四

八
九
の
四
ま
で
、
二
四
九
○
の
三
、
二
四
九
○
の
六
、
二
四

九
二
の
三
、
二
四
九
二
の
四
、
二
四
九
五
の
四
、
二
四
九
五

の
六
、
二
四
九
六
の
二
、
二
四
九
七
の
二
、
二
四
九
八
の
三
、

二
五
○
○
の
二
、
二
五
一
六
の
二
、
二
五
一
六
の
三
、
二
五

一
七
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
焼
山

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
北
地
二
二
九
一
の
二
、
二
二
九

二
の
二
、
二
三
一
三
の
二
、
二
三
一
四
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
並
び

に
二
二
七
七
、
二
三
一
五
及
び
二
三
一
六
に
隣
接
す
る
道
路

で
あ
る
国
有
地
の
一
部

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
北
地

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
焼
山
二
九
六
八
の
三
及
び
こ
れ

に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及

び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
七
〇
一

〇
三
一
七
八

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
い

高
松
市
川
部
町
一
三
〇
〇

番
一

ア
イ
電
機
株
式
会
社

代
表
取
締
役

谷
本
英
樹

高
松
市
一
宮
町
八
二
六
番

地
六

平
成
十
六
年

六
月
十
五
日

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

三
七
七
〇
一

〇
三
一
九
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ご
み

高
松
市
香
西
北
町
七
九
番

地
一
〇
ウ
ッ
ド
ネ
ス
ト
香

西
一
〇
一

有
限
会
社
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｓ

取
締
役

金
生
康
孝

高
松
市
香
西
北
町
七
九
番

地
一
〇
ウ
ッ
ド
ネ
ス
ト
香

西
一
Ｆ

〃

通
所
介
護

三
七
七
〇
一

〇
三
一
八
六

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
夕
凪

高
松
市
林
町
一
九
八
六
番

地
一

有
限
会
社
エ
イ
ト
ヒ
ル
ズ

・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

取
締
役

冨
田
英
臣

高
松
市
林
町
一
九
八
六
番

地
一

平
成
十
六
年

六
月
十
八
日

〃

香

川

県

報

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

（
第
九
一
四
四
号
）

二



施
策
の
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
地
域

県
内
全
域

三

調
査
対
象

平
成
十
六
年
五
月
一
日
現
在
県
内
に
住
所
を
有
し
、
一
歳
六
箇
月
以
上
二
歳
以
下
の
児
童
の
保
護
者

の
中
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
二
、
五
○
○
人

四

調
査
方
法

郵
送
調
査

五

調
査
の
実
施
期
間

平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

六

調
査
事
項

１

属
性
に
関
す
る
事
項

２

父
親
の
家
事
及
び
育
児
参
加
に
対
す
る
母
親
の
満
足
度

３

仕
事
と
育
児
の
両
立
に
関
す
る
雇
用
環
境
面
で
の
満
足
度

４

育
児
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
や
様
々
な
事
業
に
応
じ
た
保
育
サ
ー
ビ
ス
へ
の
満
足
度

５

地
域
社
会
の
子
育
て
支
援
に
対
す
る
子
育
て
家
庭
の
満
足
度

６

子
育
て
の
相
談
制
度
の
利
用
の
し
や
す
さ
に
つ
い
て
の
子
育
て
家
庭
の
満
足
度

７

子
ど
も
を
安
心
し
て
遊
ば
せ
ら
れ
る
身
近
な
場
所
に
つ
い
て
の
満
足
度

８

フ
ッ
化
物
洗
口
を
実
施
し
て
い
る
児
童
の
割
合

９

子
育
て
に
伴
う
経
済
的
な
負
担
感

１０

児
童
虐
待
に
つ
い
て
の
意
識

１１

子
育
て
支
援
の
現
状

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県
証
紙

の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
十
七
日

二

住
所

岡
山
県
倉
敷
市
潮
通
三
丁
目
四
番
地

三

氏
名

株
式
会
社
瀬
戸
内
菱
化
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

荒
木
寛
孝

四

売
り
さ
ば
き
場
所

坂
出
市
番
の
州
町
一
番
地

株
式
会
社
瀬
戸
内
菱
化
サ
ー
ビ
ス
坂
出
事
業
部
内

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

西
村
ジ
ョ
イ
株
式
会
社

高
松
市
成
合
町
八
九
一
番
地
一

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

西
村
ジ
ョ
イ
成
合
店

高
松
市
成
合
町
八
一
二
番
地
一
ほ
か

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

変
更
前

六
、
六
二
六
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

一
五
、
三
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル

�

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

�

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

変
更
前

位

置

別
図
の
と
お
り

収
容
台
数

二
五
八
台

変
更
後

位

置

別
図
の
と
お
り

収
容
台
数

六
二
五
台

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

（
第
九
一
四
四
号
）

三



�

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

変
更
前

位

置

別
図
の
と
お
り

収
容
台
数

一
二
台

変
更
後

位

置

別
図
の
と
お
り

収
容
台
数

三
六
台

�

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

変
更
前

位
置

別
図
の
と
お
り

容
量

一
二
立
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

位
置

別
図
の
と
お
り

容
量

六
九
立
方
メ
ー
ト
ル

	

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

変
更
前

午
後
七
時
三
十
分

変
更
後

午
後
八
時

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
ま
で

変
更
後

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

�

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

変
更
前

数

二
箇
所

位
置

別
図
の
と
お
り

変
更
後

数

三
箇
所

位
置

別
図
の
と
お
り

な
お
、
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
三
の
１
の
場
所
に
お
い
て
三
の
２
の
期
間
縦
覧
に

供
す
る
。

４

変
更
年
月
日

３
の
�
、
�
の
事
項

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

３
の
	
の
事
項

平
成
十
六
年
七
月
一
日

二

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
十
六
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
六
年
十
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の

提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

	

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地




意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
三
号

善
通
寺
市
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で

二

成
果
の
名
称

１

善
通
寺
市
地
籍
図

香

川

県

報

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

（
第
九
一
四
四
号
）

四



２

善
通
寺
市
地
籍
簿

三

調
査
を
行
っ
た
地
域

生
野
町
、
善
通
寺
町
、
大
麻
町
の
各
一
部

四

認
証
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
四
号

小
豆
郡
土
庄
町
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で

二

成
果
の
名
称

１

小
豆
郡
土
庄
町
地
籍
図

２

小
豆
郡
土
庄
町
地
籍
簿

三

調
査
を
行
っ
た
地
域

渕
崎
、
上
庄
の
各
一
部

四

認
証
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
五
号

小
豆
郡
池
田
町
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で

二

成
果
の
名
称

１

小
豆
郡
池
田
町
地
籍
図

２

小
豆
郡
池
田
町
地
籍
簿

三

調
査
を
行
っ
た
地
域

大
字
池
田
の
一
部

四

認
証
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
豊
郡

岩
瀬
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

増
田

稔

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上
勝
間
一
一
一
七
番
地
三

平
成
一
六
、
五
、
二
九

〃

大
西

弘

〃

〃

〃

一
五
六
〇
番
地

〃

〃

羽
野

松
夫

〃

〃

大
字
下
勝
間
二
〇
五
番
地

〃

〃

早
海

�

〃

〃

〃

二
五
三
八
番
地
一

〃

〃

政
本
義
三
郎

〃

〃

大
字
上
高
瀬
一
八
一
三
番
地
一

〃

〃

伊
藤

義
政

〃

〃

〃

一
六
六
九
番
地
一

〃

〃

藤
田

�

〃

〃

〃

一
四
九
四
番
地

〃

〃

武
田

�
一

〃

〃

大
字
新
名
八
三
番
地

〃

〃

大
井

要

〃

〃

〃

一
二
五
三
番
地
一

〃

〃

小
畑

藤
吉

〃

〃

〃

一
五
二
六
番
地

〃

〃

新
庄

一
博

〃

三
野
町
大
字
下
高
瀬
二
二
四
六
番
地

〃

〃

岩
本

幸
雄

〃

〃

〃

二
六
一
三
番
地

〃

〃


鍋

惠

〃

〃

〃

二
五
九
六
番
地
一

〃

〃

関

正
博

〃

〃

〃

一
八
六
九
番
地

〃

監

事

磯
�

弘

〃

〃

〃

二
二
一
八
番
地
一

〃

〃

矢
野

康
雄

〃

高
瀬
町
大
字
上
勝
間
一
三
一
四
番
地
一

〃

二

就
任
し
た
役
員

香

川

県

報

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

（
第
九
一
四
四
号
）

五



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

増
田

稔

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上
勝
間
一
一
一
七
番
地
三

平
成
一
六
、
五
、
三
〇

〃

大
西

弘

〃

〃

〃

一
五
六
〇
番
地

〃

〃

羽
野

道
雄

〃

〃

大
字
下
勝
間
一
八
一
番
地
一

〃

〃

早
海

�

〃

〃

〃

二
五
三
八
番
地
一

〃

〃

政
本
義
三
郎

〃

〃

大
字
上
高
瀬
一
八
一
三
番
地
一

〃

〃

梶
原

和
雄

〃

〃

〃

一
七
五
七
番
地

〃

〃

三
好

秀
義

〃

〃

〃

三
四
七
番
地

〃

〃

黒
田

勝
彦

〃

〃

大
字
新
名
一
二
三
七
番
地

〃

〃

大
井

敏
運

〃

〃

〃

一
二
三
九
番
地
一

〃

〃

石
井

弘
敏

〃

〃

〃

一
八
八
〇
番
地
三

〃

〃

新
庄

一
博

〃

三
野
町
大
字
下
高
瀬
二
二
四
六
番
地

〃

〃

岩
本

幸
雄

〃

〃

〃

二
六
一
三
番
地

〃

〃


鍋

惠

〃

〃

〃

二
五
九
六
番
地
一

〃

〃

�
田

義
久

〃

〃

〃

二
〇
五
九
番
地
三

〃

監

事

磯
�

弘

〃

〃

〃

二
二
一
八
番
地
一

〃

〃

三
谷

正
義

〃

高
瀬
町
大
字
下
勝
間
二
一
二
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
七
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
加
茂
町
字
井
手
西
六
二
〇
―
四
、
六
二
〇
―
五
及
び
六
二
〇
―
一
三

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
出
市
加
茂
町
六
四
二
番
地

藤
原

茂
夫

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
八
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
林
田
町
字
番
屋
前
三
四
九
五
―
四
、
三
四
九
六
―
一
及
び
三
四
九
七
―
二

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
出
市
林
田
町
三
五
〇
四
番
地
三

港
自
治
会

代
表
者

富
永
弘

●
香
川
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
博
物
館
を
平

成
十
六
年
六
月
二
十
二
日
博
物
館
登
録
原
簿
に
登
録
し
た
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

香

川

県

教

育

委

員

会

名

称

地
中
美
術
館

所
在
地

香
川
郡
直
島
町
三
四
四
九
番
地
一

教
育
委
員
会
告
示

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

（
第
九
一
四
四
号
）

六


